
川崎市病院局公告第５８号 

 

入 札 公 告 

 

工事請負契約に関する一般競争入札について次のとおり公告します。 

 

令和７年１２月１７日 

 川崎市病院事業管理者   金  井  歲  雄 

 

１ 総則 

（１） 別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報を入手するための照会窓口は、次のとおりです。 

   川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下「建築契約係」といいます。） 

川崎市川崎区宮本町１番地 本庁舎１６階 電話０４４‐２００‐２１００ 

（２） 川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といいます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧することができます。 

（https://www.city.kawasaki.jp/830-1/category/345-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html） 

（３） 本書に示された諸手続きで期間が定められている場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の日の午前８時３０分から正午までと、午後１時か

ら午後５時１５分までに限ります。 

（４） 競争参加の申込み及び競争参加資格について 

ア 競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められた期間に建築契約係窓口で受付けます。 

イ 競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要

があります。 

（ア）川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当しないこと。 

（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中ではないこと。 

（ウ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資格及び能力を有すること。 

（エ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会への出席等の競争参加者の義務を誠実に履行するこ

と。 

ウ 競争参加資格があると認めた者には、別紙の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し

ます。競争参加資格があると認め難い者には、別途お知らせします。 

エ 競争参加資格があると認めた者が、競争参加申込書及び本書に定めるその他の提出書類について

虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加することはできません。 

（５） 入札及び開札について 

ア 本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の詳細については別に定めるところによります。ま

た、開札は別紙の案件ごとに定める日時において、次の場所で執行します。 

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（川崎市川崎区宮本町１番地）本庁舎１６階 

イ 入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。 

なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨

の書面を提出しなければなりません。 

ウ 入札保証金は免除します。 

エ 落札者の決定については、別紙の案件ごとに契約規程第１４条の規定に基づいて作成した予定価



 

格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無効とします。 

     入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回り、落札者を決定できないときは、翌日に再度入

札を行います。その際は、対象者に別途連絡します。 

オ 参加者心得において無効と定める入札は、これを無効とします。 

（６） 契約の締結について 

 契約書の作成を必要とします。 

詳細については、各案件の「発注情報詳細」及び「川崎市病院局入札契約に関する共通事項 

（工事・病院局・一般競争入札）」を御覧ください。 

 

 

 

 



 

（案件１） 

競 争 入 札 に 

付 す る 事 項 

件 名 川崎病院防犯設備改修工事 

履 行 場 所 川崎市川崎区新川通１２番１号 

履 行 期 間 契約の日から令和８年１２月２５日まで 

競 争 参 加 資 格 

（１）川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「通信」で登録されていること。 

（６）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（７）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（８）電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」（病院局所定の様式）を提出した

場合は、一般建設業の許可でも可とします。 

また、本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未満と

なった場合は特定建設業の許可を要しません。 

（９）監理技術者資格者証（業種「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。  

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」（病院局所定の様式）を提出した

場合は、主任技術者でも可とします。 

本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未満となった

場合は監理技術者を要しません。 

また、本工事の請負代金が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）未満と

なった場合は専任を要しません。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が１億

円未満（建築一式工事については２億円未満）の工事については２現場までの兼務を可と

します。 

詳細は、「入札契約に関する共通事項」を御覧ください。 

申 込 締 切 日 令和７年１２月２６日（金）まで受付けます。 



 

予 定 価 格 未定 

入 札 保 証 金 免除とします。 

最 低 制 限 価 格 設定します。 

郵 便 入 札 締 切 日 令和８年１月２８日（水）必着 

開 札 日 令和８年１月３０日（金）午前１０時００分 

 


